
石垣市児童生徒進学等支援金

臨時特別給付金の手続はお済ですか？

新型コロナワクチン集団接種受付中

お知らせお知らせ

R4.4

石垣市独自の施策として、子育て世帯の経済的負担軽減のために、要件に該当する児童を養育している方に、
支援金 (進学祝い )を給付いたします。　　児童１人当たり一律５万円の給付

◆ 平成 18 年４月２日～平成 19 年４月１日 

◆ 平成 21 年４月２日～平成 22 年４月１日 

◆ 平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日

以下の期間に出生した児童を養育している方支給対象

市役所こども家庭課　☎ 0980-87-0771

※①～③に該当する方は申請不要です。申請方法 

① 「令和３年度石垣市子育て世帯臨時特別給付金（昨年 12 月スタート・児童一人当たり 10 万円）」

　　を受給された方（申請不要）

② 今年２月にスタートした「（新）子育て世帯特別給付金（充足型）」の申請を行った方（申請不要）

③ 石垣市より児童手当（本則給付・特例給付）３月分の受給対象の方（申請不要）

④ 上記①～③以外の方で、対象児童を養育している方は、申請が必要です。申請書は市ホームページ、

　　窓口にて配布します。

追加接種３回目
ファイザー社製ワクチン

ワクチン集団接種　予約受付中！集団接種は３月 28日から４月 17日までです。
※石垣市のワクチン集団接種は４月 17 日までとなります。接種を希望される方は、

　この期間内に接種を受けてください。

　また、接種券が届かない場合には、お問合わせください。

石垣市健康福祉センター ☎ 0980-88-0088

令和３年度の住民税均等割非課税世帯の方（住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯）
へ、市から確認書を送付しています。確認書が届いた方は内容を確認し、ご返送ください。
また、令和３年１月以降に新型コロナの影響で収入が減少し、住民税非課税相当の収入になった世帯（家
計急変世帯）も支給の対象となります。家計急変世帯については申請が必要ですので、下記にてお申込み
ください。
なお、令和３年度住民税均等割が非課税であるにもかかわらず、確認書が届いていない方は、下記までご
連絡ください。
　また、提出書類に不備があった方（確認欄のチェックもれや、振込先口座確認資料の添付漏れ等）につ
いても確認書を返却していますので、ご確認のうえ、再度ご提出ください。

令和４年９月 30日（金）申請期限

市役所福祉総務課、石垣市社会福祉協議会、※福祉総務課ホームページからダウンロード可。申請書配布
市役所福祉総務課　☎ 0980-83-1683

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口 （受付時間 平日 9：00 ～ 17：00）
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高齢者の生きがいづくりや心身機能の維持向上
のため、石垣市社会福祉協議会に委託し、生き
がい対応型デイサービス事業を開催しています。
各地区の公民館にて月１回、脳トレやゲーム、
軽スポーツ、作品作りなどを行っています。
参加費は無料ですので、見学や体験などお気軽
にお問合わせください。

【問合せ】
　市役所介護長寿課 ☎ 0980-83-1682
　石垣市社会福祉協議会 ☎ 0980-84-2211

市役所にバス停が開設されました

市民防災訓練を実施します

窓口の混雑緩和にご協力ください

石垣市生きがい対応型デイサービス事業石垣市生きがい対応型デイサービス事業

ー地域で楽しく健康づくりー３月 10日（木）から、八重山病院線（東バス）
が石垣市役所まで延長されました。正面玄関わ
きに停留所がありますので、市役所へのご用の
際にはぜひ、ご利用ください。
【問合せ】
　市役所都市建設課　☎ 0980-83-4207

市役所にバス停が開設されました

令和４年度市民防災訓練を４月 24日（日）に市内全域で実施いたします。
この訓練では、実際に自宅や職場等から最寄りの避難場所まで移動することで、地域の危険箇所等の確認・
検証をし、災害時に迅速かつ適切な避難行動ができるようにすることを目的としております。
当日 10 時には、防災無線や広報車から、サイレンや訓練放送が流れ、携帯電話には訓練メールが配信さ
れますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
また、同日の 12 時 30 分からは、市役所にて防災に関する展示コーナーを設け、庁舎東側広場では消防本
部をはじめとする防災関係機関によるヘリや車輛を使った防災展示訓練を実施いたしますので、是非お越し
ください。 【問合せ】　市役所防災危機管理課　☎ 0980-87-5533

市民防災訓練を実施します

例年３月から４月の引越シーズンには市民課の窓口が
大変混雑します。
特に４月１日～７日は不急の来庁は避け、できる限り
コンビニ交付や郵送請求、郵送による転出届等を利用
していただきますようお願いいたします。新型コロナ
拡大防止対策の観点からも、混雑緩和にご協力をお願
いします。
各種手続き方法は石垣市ホームページをご覧ください。
また、窓口での待ち時間短縮のため、LINE サイバー
窓口もご活用ください。
石垣市公式 LINE の〔お役立ちツール→申請・届出〕
からアクセスできます。
【問合せ】
　市役所市民課　☎ 0980-82-1260

窓口の混雑緩和にご協力ください

ーコンビニ交付・郵送請求のご利用をー
保険税に未納がある方、第８期保険税の期限を
過ぎて（督促状等）納付した方は、窓口で保険
証更新となりますので、領収書をご持参のうえ
市役所までお越しください。また、現在国保に
加入している方で、新しく職場の健康保険に加
入した方は、国保の保険証と職場の保健証を持っ
て、窓口にて国保喪失の手続きを行ってくださ
い。
※国保喪失の手続きを行わないと、二重加入となり国
　保税が発生したままになります。

【問合せ】
　市役所健康保険課　☎ 0980-82-8126

国民健康保険
　被保険者証の更新について
国民健康保険
　被保険者証の更新について

ー令和 4年度の被保険者証未更新の方ー
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